
令和8年7月1日(水)～7月10日(金)

令和 8年度
財形貯蓄募集の御案内

埼玉県マスコット　「コバトン」



　育児休業等（子が３歳に達するまで）の期間中は、財形貯蓄の預入れを中断することができ
ます（平成27年4月1日から、財形非課税貯蓄（財形年金）及び財形非課税住宅貯蓄（財形住宅）
制度における「育児休業等取得者の継続適用特例」制度がスタート。）。

　各契約金融機関に育児休業等の継続適用申告書（様式12号）等の提出が必要となります。

育児休業を取得される方々へ

個人番号の取扱について

個人情報の取扱について

１.　事前の手続が必要です。
　　育児休業を取得する方が継続適用特例を利用して育児休業期間中に払込みを中断するため
には、育児休業の開始日までに、年金財形（住宅財形）を契約している契約金融機関に所
定の申告書等を提出する必要があります。

２.　職場復帰直後の払込み再開手続が必要です。
　　職場復帰直後の払込みを行うべき日（原則、職場復帰後最初の給与支払日）に振り込みを
再開していただくことが必要です。

　　（再開されない場合は、非課税措置の適用が受けられなくなります。）
３.　申告書等は、各契約金融機関にあります。
　　※一般財形・年金財形・住宅財形の詳細については、末尾のお問合せ先の各取扱金融機関

にお尋ねください。

注　意　事　項

手　続　等

　各金融機関では、財形貯蓄の申込手続に関して個人番号を収集し、マイナンバー法に定める
利用目的の範囲で取り扱います。
　利用目的の詳細については、各取扱金融機関のお問合せ先への照会又はホームページで確認
してください。

　各取扱金融機関では、個人情報を、財形貯蓄の申込手続等のほか、各金融機関の利用目的の範
囲で取り扱います。
　また、埼玉県職員財産形成貯蓄（一般・年金・住宅）の事務手続等に必要な範囲で各取扱金融
機関等の間で相互に提供します。
　なお、利用目的の詳細については、各取扱金融機関のお問合せ先への照会又はホームページで
確認してください。

　福利厚生事業の一環として教職員の計画的な財産形成や住宅取得資金づくり、退職後の生活
安定の一助とするため、令和８年度の『財形貯蓄』の新規申込を受け付けます。
　是非この機会に加入してください。

　財形貯蓄とは、『勤労者財産形成促進法』に基づく制度で、教職員と金融機関が契約した積立
金を県教育委員会が毎月の給料や期末・勤勉手当（以下、「給料等」という。）から控除し、金
融機関へ預入代行する貯蓄制度です。住宅財形と年金財形については、特典として利子所得の非
課税措置（元利合計又は払込保険料累計額550万円まで）が受けられます。
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　ただし、具体的な中断期間の取扱については、取扱金融機関によって異なる
　場合がありますのであらかじめ契約先の金融機関に御確認ください。
　なお、育児休業等の中断・再開についても契約先の金融機関に御確認ください。

。

（損害保険会社は、最低積立額が3,000円）

※なお、一部払出金、解約金を他金融機関へ振り込む場合は、振込手数料がかかる場合があります。

令和８年７月１日㈬から７月１０日㈮まで

令和８年

任期付職員、会計年度任用職員、非常勤職員

年金財形 住宅財形

年金財形 住宅財形

年金財形
住宅財形



してください。

１ １

20.315

20.315（目的外解約）

。
。

。
。

“ ”

年金財形住宅財形



「５年以上」の期間にわたって定期的に積み立てる。

ただし、具体的な取扱については、取扱金融機関によって異なる場合があるのであらかじめ、
契約金融機関に確認すること。

には次の書類を提出すること。

。

。

。

。

。
。

。。

。

。

。

。

。

。

。



加入時の年齢が「満55歳未満」の教職員。

契約応当日。

。

。

。 。

。

。 。

申込時現在で満55歳未満であること。

。 。

。。

。 。

20.315に





（注）源泉分離課税には、平成25年１月より25年間、復興特別所得税が加算されます。
　　（所得税15％×2.1％＝0.315％）

詳細については各取扱金融機関に直接確認してください。
一般財形貯蓄・住宅財形貯蓄の商品概要

貯 蓄 の 種 類 貯　　蓄　　の　　概　　要
一般財形の場合 一　般　財　形　の　場　合 住　宅　財　形　の　場　合 貯蓄・契約の

保 護 概 要税　率（注） 解　約　の　条　件 住宅取得時の払出条件 目的外払出の条件

期 日 指 定 定 期 預 金
（都銀・地銀・県信連）
（信 金 ・ 労 金）

①積立金は１年複利の期日指定定期で受入れ。
②満期日にはそれぞれ自動継続されるエンドレス型。

20.315　％ の
源泉分離課税

①�１年経過後、期日指定すること
により一部解約が可能。
②解約手数料なし。

①�原則として期間対
応利率１年未満は
中途解約利率。
②解約手数料なし。

①�払出し時から遡って５年間の利子が
20.315％課税。
②�原則として期間対応利率１年未満は
中途解約利率。
③解約手数料なし。

預金保険機構により、元本１千万円
までとその利息を保護。

金 銭 信 託
（信 託 銀 行）

①積立金は金銭信託で受入れ。
②収益金は自動的に元本に組入れ。
③予定配当率は各社毎に毎月発表する。
④半年複利。
　（利率調整金は、信託銀行ごとに若干異なることがある。）

20.315　％ の
源泉分離課税

①所定の解約手数料を差し引く。 ①解約手数料なし。 ①�払出し時から遡って５年間の利子が
20.315％課税。
②所定の解約手数料を差し引く。

株 式 投 資 信 託
（証 券 会 社）

①積立金で財形専用株式投資信託「財形株投」を購入。
②�一般財形は、株式組入上限30％の「財形株投（一般財形30）」と株式組入上限50％の「財
形株投（一般財形50）」の選択が可能。
　住宅財形は、株式組入上限30％の「財形株投（年金・住宅財形30）」で運用。
③�株式部分の運用は東証株価指数に連動するシステム運用で行い、残りの部分は、公社
債等で運用する。
④毎年１回、利息等収益を中心に分配を行い、自動的に再投資。
⑤元本の保証はなし。

収益分配金
および

解約換金時の
利益に対して
20.315％の源泉
分離課税

①解約手数料なし。 ①解約手数料なし。 ①�払出し時から遡って５年間の収益分
配金に対し20.315％課税。
②解約手数料なし。 ・顧客の資産は証券会社の資産と分別

して保管され、破綻が生じても顧客
の資産はそのまま返還される。
・返還に支障が生じた場合は、投資者
保護基金が１千万円まで補償。

財 形 貯 蓄 積 立 保 険
（生 命 保 険 会 社）

①お預り金は貯蓄積立保険で運用。
②�毎月又はボーナス時に給与天引により払込まれる保険料から③の災害死亡保障に充て
る部分を控除した金額に対しその時の所定の予定利率で付利して積み立てられる。配
当金額は、それぞれの支払時期の前年度決算により決定する。運用実績によっては、
配当が支払われないこともある。
③�災害による死亡・高度障害の場合事故発生時における払込保険料累計額の５倍相当額
の災害死亡・災害高度障害保険金等が支払われる。

（適用金利、解約控除率は、生命保険各社毎に若干異なることがある。）

※�財形法の改正又は金利水準の低下などの著しい経済変動その他の事情の変更により、
特に必要があると認めたときには主務官庁の許可を得て、普通約款の規定又は保険料、
積立金等の計算の基礎を将来に向かって変更することがある。
　変更する場合には、事前にその旨を通知する。

解約・一時払
出し時の利息
相 当 部 分 に
20.315　％ の
源泉分離課税

①�解約や一部払戻（一部契約）はい
つでもできる。
②�２年未満で解約・一部払出しの場
合に限り、解約控除がある。
〈解約控除率〉
・１か月目：0.575％。
・�２か月目以降毎月0.025％ずつ減少
し２４か月目以降ゼロになる。

●返戻金が払込保険料累計額を下回ること
もある。
積立金は、お払込保険料から災害死亡保険
金などの支払いや契約の維持運営にあてら
れる経費を月々控除したものに、予定利率
を付利して積み立てられたもの。このため、
毎月一定額を継続して払込みした場合は、
契約後＊47か月以内に解約すると、返戻金が
払込保険料累計額より少ない金額になる。
なお、この期間は、途中で保険料を増額し
た場合、または一部払出を行った場合等に
＊47か月間を超えることがある。
また、他金融機関からの預替えにより生命
保険の財形商品に加入する場合にも、当初
の積立金は預替え時の元本を下回ることが
ある。

①�住宅取得・増改築
等の払出しの場合
は解約控除なし。
（非課税扱）

①�住宅取得・増改築以外の払出しの場合
差益（利子部分）に対し20.315％の源
泉分離課税扱となる。
②①の払出しの場合
　�２年以内の払出しに限り、解約控除が
ある。
〈解約控除率〉
・１か月目：0.575％。
・�２か月目以降毎月0.025％ずつ減少し２４
か月目以降ゼロになる。

●�返戻金が払込保険料累計額を下回ることもあ
る。
積立金は、払込保険料から災害死亡保険金など
の支払いや契約の維持運営にあてられる経費を
月々控除したものに、予定利率を付利して積み
立てられたもの。このため、毎月一定額を継続
して払い込んだ場合は、契約後＊47か月以内に解
約または生存給付金の払出しをすると、返戻金
が払込保険料累計額より少ない金額になる。な
お、この期間は、途中で保険料を増額した場合、
または生存給付金の払出しを行った場合等に
＊47か月間を超えることがある。
また、他金融機関からの預替えにより生命保険の
財形商品に加入する場合にも、当初の積立金は預
替え時の元本を下回ることがある。

生命保険契約者保護機構
◆�保険会社の業務または財産の状況の
変化により、契約時に約束した保険
金額、年金額、給付金額等が削減さ
れることがある。
◆�保険会社は、保険業法にもとづき設
立された生命保険契約者保護機構
に、会員として加入している。会員
である生命保険会社が破綻に陥った
場合、生命保険契約者保護機構によ
り保険契約者保護の措置が図られる
が、この場合でも、契約時に約束し
た保険金額、年金額、給付金額等が
削減されることがある。

財 形 貯 蓄 傷 害 保 険
財 形 住 宅 傷 害 保 険
（損 害 保 険 会 社）

①毎月又はボーナス時に積立。
②�傷害による死亡または重度後遺障害の場合払込保険料累計額の５倍＋契約者配当（ご
加入２年目以降）を支払う（契約者配当は保険料のうち積立部分の運用益が予定の額
を超えた場合に支払う。）。
③�最低保険料3,000円からの引受。

※�財形法の改正又は金利水準の低下などの著しい経済変動その他の事情の変更により、
特に必要があると認めたときには主務官庁の許可を得て、普通約款の規定又は保険料、
積立金等の計算の基礎を将来に向かって変更することがある。
　変更する場合には、事前にその旨を通知する。

解約時の利息
相 当 部 分 に
20.315　％ の
源泉分離課税

①解約手数料なし。 ①�解約手数料なし。
　�その時点における
積立金と配当金を
支払う。

①当初からの利子相当部分が20.315％課税。
②解約手数料なし。
　�その時点における積立金と配当金が
支払われる。

下記保護概要参照。

保護概要
・引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化により、契約時に約束した保険金・満期返れい金・基本年金・解約返れい
金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがある。

・引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして「損害保険契約者保護機構」があり、取扱各損害保険会社も加入。
　この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象で引受保険会社が破綻した場合、次のとおり補償される。
　①�保険金・満期返れい金・基本年金・解約返れい金等は 90％まで補償。ただし、破綻後の予定利率見直し等により、当初定められていた金額の 90％を下
回る場合あり。

　②主務大臣が定める率より高い予定利率を適用している保険契約については、90％より補償割合が引下がる場合あり。
　③破綻時移行の一定期間内にこの契約を解除される場合、解約返れい金が削減され、90％より補償割合が引下がる場合あり。

※詳細は各社所定のパンフレットを御参照ください。
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（注）源泉分離課税には、平成25年１月より25年間、復興特別所得税が加算されます。
　　（所得税15％×2.1％＝0.315％）

貯 蓄 の 種 類 貯　　蓄　　の　　概　　要
一般財形の場合 一　般　財　形　の　場　合 住　宅　財　形　の　場　合 貯蓄・契約の

保 護 概 要税　率（注） 解　約　の　条　件 住宅取得時の払出条件 目的外払出の条件

期 日 指 定 定 期 預 金
（都銀・地銀・県信連）
（信 金 ・ 労 金）

①積立金は１年複利の期日指定定期で受入れ。
②満期日にはそれぞれ自動継続されるエンドレス型。

20.315　％ の
源泉分離課税

①�１年経過後、期日指定すること
により一部解約が可能。
②解約手数料なし。

①�原則として期間対
応利率１年未満は
中途解約利率。
②解約手数料なし。

①�払出し時から遡って５年間の利子が
20.315％課税。
②�原則として期間対応利率１年未満は
中途解約利率。
③解約手数料なし。

預金保険機構により、元本１千万円
までとその利息を保護。

金 銭 信 託
（信 託 銀 行）

①積立金は金銭信託で受入れ。
②収益金は自動的に元本に組入れ。
③予定配当率は各社毎に毎月発表する。
④半年複利。
　（利率調整金は、信託銀行ごとに若干異なることがある。）

20.315　％ の
源泉分離課税

①所定の解約手数料を差し引く。 ①解約手数料なし。 ①�払出し時から遡って５年間の利子が
20.315％課税。
②所定の解約手数料を差し引く。

株 式 投 資 信 託
（証 券 会 社）

①積立金で財形専用株式投資信託「財形株投」を購入。
②�一般財形は、株式組入上限30％の「財形株投（一般財形30）」と株式組入上限50％の「財
形株投（一般財形50）」の選択が可能。
　住宅財形は、株式組入上限30％の「財形株投（年金・住宅財形30）」で運用。
③�株式部分の運用は東証株価指数に連動するシステム運用で行い、残りの部分は、公社
債等で運用する。
④毎年１回、利息等収益を中心に分配を行い、自動的に再投資。
⑤元本の保証はなし。

収益分配金
および

解約換金時の
利益に対して
20.315％の源泉
分離課税

①解約手数料なし。 ①解約手数料なし。 ①�払出し時から遡って５年間の収益分
配金に対し20.315％課税。
②解約手数料なし。 ・顧客の資産は証券会社の資産と分別

して保管され、破綻が生じても顧客
の資産はそのまま返還される。
・返還に支障が生じた場合は、投資者
保護基金が１千万円まで補償。

財 形 貯 蓄 積 立 保 険
（生 命 保 険 会 社）

①お預り金は貯蓄積立保険で運用。
②�毎月又はボーナス時に給与天引により払込まれる保険料から③の災害死亡保障に充て
る部分を控除した金額に対しその時の所定の予定利率で付利して積み立てられる。配
当金額は、それぞれの支払時期の前年度決算により決定する。運用実績によっては、
配当が支払われないこともある。
③�災害による死亡・高度障害の場合事故発生時における払込保険料累計額の５倍相当額
の災害死亡・災害高度障害保険金等が支払われる。

（適用金利、解約控除率は、生命保険各社毎に若干異なることがある。）

※�財形法の改正又は金利水準の低下などの著しい経済変動その他の事情の変更により、
特に必要があると認めたときには主務官庁の許可を得て、普通約款の規定又は保険料、
積立金等の計算の基礎を将来に向かって変更することがある。
　変更する場合には、事前にその旨を通知する。

解約・一時払
出し時の利息
相 当 部 分 に
20.315　％ の
源泉分離課税

①�解約や一部払戻（一部契約）はい
つでもできる。
②�２年未満で解約・一部払出しの場
合に限り、解約控除がある。
〈解約控除率〉
・１か月目：0.575％。
・�２か月目以降毎月0.025％ずつ減少
し２４か月目以降ゼロになる。

●返戻金が払込保険料累計額を下回ること
もある。
積立金は、お払込保険料から災害死亡保険
金などの支払いや契約の維持運営にあてら
れる経費を月々控除したものに、予定利率
を付利して積み立てられたもの。このため、
毎月一定額を継続して払込みした場合は、
契約後＊47か月以内に解約すると、返戻金が
払込保険料累計額より少ない金額になる。
なお、この期間は、途中で保険料を増額し
た場合、または一部払出を行った場合等に
＊47か月間を超えることがある。
また、他金融機関からの預替えにより生命
保険の財形商品に加入する場合にも、当初
の積立金は預替え時の元本を下回ることが
ある。

①�住宅取得・増改築
等の払出しの場合
は解約控除なし。
（非課税扱）

①�住宅取得・増改築以外の払出しの場合
差益（利子部分）に対し20.315％の源
泉分離課税扱となる。
②①の払出しの場合
　�２年以内の払出しに限り、解約控除が
ある。
〈解約控除率〉
・１か月目：0.575％。
・�２か月目以降毎月0.025％ずつ減少し２４
か月目以降ゼロになる。

●�返戻金が払込保険料累計額を下回ることもあ
る。
積立金は、払込保険料から災害死亡保険金など
の支払いや契約の維持運営にあてられる経費を
月々控除したものに、予定利率を付利して積み
立てられたもの。このため、毎月一定額を継続
して払い込んだ場合は、契約後＊47か月以内に解
約または生存給付金の払出しをすると、返戻金
が払込保険料累計額より少ない金額になる。な
お、この期間は、途中で保険料を増額した場合、
または生存給付金の払出しを行った場合等に
＊47か月間を超えることがある。
また、他金融機関からの預替えにより生命保険の
財形商品に加入する場合にも、当初の積立金は預
替え時の元本を下回ることがある。

生命保険契約者保護機構
◆�保険会社の業務または財産の状況の
変化により、契約時に約束した保険
金額、年金額、給付金額等が削減さ
れることがある。
◆�保険会社は、保険業法にもとづき設
立された生命保険契約者保護機構
に、会員として加入している。会員
である生命保険会社が破綻に陥った
場合、生命保険契約者保護機構によ
り保険契約者保護の措置が図られる
が、この場合でも、契約時に約束し
た保険金額、年金額、給付金額等が
削減されることがある。

財 形 貯 蓄 傷 害 保 険
財 形 住 宅 傷 害 保 険
（損 害 保 険 会 社）

①毎月又はボーナス時に積立。
②�傷害による死亡または重度後遺障害の場合払込保険料累計額の５倍＋契約者配当（ご
加入２年目以降）を支払う（契約者配当は保険料のうち積立部分の運用益が予定の額
を超えた場合に支払う。）。
③�最低保険料3,000円からの引受。

※�財形法の改正又は金利水準の低下などの著しい経済変動その他の事情の変更により、
特に必要があると認めたときには主務官庁の許可を得て、普通約款の規定又は保険料、
積立金等の計算の基礎を将来に向かって変更することがある。
　変更する場合には、事前にその旨を通知する。

解約時の利息
相 当 部 分 に
20.315　％ の
源泉分離課税

①解約手数料なし。 ①�解約手数料なし。
　�その時点における
積立金と配当金を
支払う。

①当初からの利子相当部分が20.315％課税。
②解約手数料なし。
　�その時点における積立金と配当金が
支払われる。

下記保護概要参照。

保護概要
・引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化により、契約時に約束した保険金・満期返れい金・基本年金・解約返れい
金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがある。

・引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして「損害保険契約者保護機構」があり、取扱各損害保険会社も加入。
　この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象で引受保険会社が破綻した場合、次のとおり補償される。
　①�保険金・満期返れい金・基本年金・解約返れい金等は 90％まで補償。ただし、破綻後の予定利率見直し等により、当初定められていた金額の 90％を下
回る場合あり。

　②主務大臣が定める率より高い予定利率を適用している保険契約については、90％より補償割合が引下がる場合あり。
　③破綻時移行の一定期間内にこの契約を解除される場合、解約返れい金が削減され、90％より補償割合が引下がる場合あり。

＊お取扱いは生命保険会社により異なります。
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詳細については各取扱金融機関に直接確認してください。
年金財形貯蓄の商品概要 ※詳細は各社所定のパンフレットを御参照ください。

貯　蓄　の　種　類 貯　蓄　の　概　要 積立期間 据置期間
受　取　方　法

中 途 解 約 の 条 件 貯蓄・契約の
保 護 概 要受取期間 受取回数 年金種類

財 形 年 金 預 金
（都銀・地銀・県信連）
（信 金 ・ 労 金）

①積立金は１年複利の期日指定定期で受入れ。
②一定時期に元利合計額をまとめ年金支払回数の同型定期預金に均等額で振分け。
③それぞれの定期の満期日に元利金を年金給付。

５年以上 最終預入日か
ら６か月以上
５年以内

５ 年 以 上
20 年 以 内

３ か 月 毎
払い

①逓増型のみ ①�払戻時から遡って５年間の利子が追徴
課税。
②�原則として期間対応利率１年未満は中
途解約利率。

預金保険機構により、元本
1千万円までとその利息を保護。

財 産 形 成 年 金 信 託
（信 託 銀 行）

①積立金は金銭信託で受入れ。
②収益金は自動的に元本に組入れ。
③予定配当率は各社毎に毎月発表する。
④半年複利。
　(利率調整金は、信託銀行ごとに若干異なることがある。)

５年以上 最終預入日か
ら３か月以上
５年以内

５ 年 以 上
20 年 以 内

３ か 月 毎
（ 年 ４ 回 ）

①定額型
②逓増型

①所定の解約手数料を差し引く。
②�払戻時から遡って５年間の利子が追徴
課税。

株 式 投 資 信 託
（証 券 会 社）

①�積立金で株式組入上限30％の財形専用株式投資信託「財形株投（年金・住宅財形30）」を
購入。
②�株式部分の運用は東証株価指数に連動するシステム運用で行い、残りの部分は、公社債
等で運用する。
③毎年１回、利息等収益を中心に分配を行い、自動的に再投資。
④元本の保証はなし。

５年以上 据置なしある
いは５年以内

５ 年 以 上
20 年 以 内

３ か 月 毎
（ 年 ４ 回 ）

①定口数型
②定口数逓増型

３年ごとに
受取口数を
増やす。

①�払出し時から遡って５年間の収益分配
金に対し20.315％課税。
②解約手数料なし。 ・顧客の資産は証券会社の資産

と分別して保管され、破綻が
生じても顧客の資産はそのま
ま返還される。
・返還に支障が生じた場合は、
投資者保護基金が１千万円ま
で補償。

財 形 年 金 積 立 保 険
（ 生 命 保 険 会 社）

①お預り金は年金受取を目的とする貯蓄積立保険で運用。
②�毎月又はボーナス時に給与天引きより払込まれる保険料から③の災害死亡保障に充てる
部分を控除した金額に対しその時の所定の予定利率で付利して積み立てられる。配当金
額は、それぞれの支払時期の前年度決算により決定する。運用実績によっては、配当金
が支払われないこともある。
③�災害による死亡・高度傷害の場合、事故発生時における払込保険料累計額の５倍相当額
の災害死亡・災害高度障害保険金等が支払われる（年金支払開始日前に死亡、または所
定の高度障害状態に該当した場合。）。

※�財形法の改正又は金利水準の低下などの著しい経済変動その他の事情の変更により、特
に必要があると認めたときには主務官庁の許可を得て、普通約款の規定又は保険料、積
立金等の計算の基礎を将来に向かって変更することがある。変更する場合には、事前に
その旨を通知する。

５年以上
※賞与のみ積立
の場合は６年以
上

最終預入日か
ら５年以内

確 定 年 金
（ ６ 年、10
年、15年 受
取）又は10
年保証終身
年金 (定額
型、逓増型)
から選択で
きる。

＊

年 ４ 回 受
取 ま た は
年 １ 回 受
取 か ら 選
択できる。

＊

①�確定年金（６
年、１０年、１５
年）定額型　
②10年保証終身
　年金

定額型、
逓増型　
から選択　

＊　

①�２年未満の場合に限り、解約控除がある。
（解約控除率）
　・１か月日：0.575％。
　・２か月日以降毎月0.025％ずつ
　　減少し２４か月目以降ゼロになる。
　　　�適用金利、解約控除率は生命保険各

社毎に若干異なることがある。
②�解約された場合は、原則として要件違反とな
り、差益に対して一時所得課税扱いとなる。
また、年金開始日以後５年以内に一括払い（解
約）された場合、すでに非課税で受け取っ
ている差益に対しても遡及して20.315％源
泉分離課税される。
※�返戻金が払込保険料累計額を下回ることも
ある。
積立金は、払込保険料から災害死亡保険金
などの支払いや契約の維持運営にあてられ
る経費を月々控除したものに、予定利率を
付利して積み立てられたもの。このため、
毎月一定額を継続して払込んだ場合は、契
約後＊47か月以内に解約をすると、返戻金が
払込保険料累計額より少ない金額になる。
なお、この期間は、途中で保険料を増額し
た場合等に＊47か月間を超えることがある。
また、他金融機関からの預替えにより生命
保険の財形商品に加入した場合にも、当初
の積立金は預替え時の元本を下回ることが
ある。
③�年金開始後の解約について、10年保証終身
年金は年金支払開始日以降の解約は取り扱
わない。

生命保険契約者保護機構
・保険会社の業務または財産の
状況の変化により、保険金額、
年金額、給付金額等が削減さ
れることがある。
・保険会社は、保険業法にもと
づき設立された生命保険契約
者保護機構に、会員として加
入している。会員である生命
保険会社が破綻に陥った場
合、生命保険契約者保護機構
により保険契約者保護の措置
が図られるが、この場合でも、
保険金額、年金額、給付金額
等が削滅されることがある。

財 形 年 金 傷 害 保 険
（ 損 害 保 険 会 社）

①年金支払いを目的とする貯蓄型保険。
②�年金支払開始前の傷害による死亡又は重度後遺障害の場合払込保険料累計額の５倍＋契
約者配当（加入２年目以降）を支払う（契約者配当は保険料のうち積立部分の運用益が
予定の額を超えた場合に支払う。）。
③�最低保険料3,000円からの引受。
※�財形法の改正又は金利水準の低下などの著しい経済変動その他の事情の変更により、特
に必要があると認めたときには主務官庁の許可を得て、普通約款の規定又は保険料、積
立金等の計算の基礎を将来に向かって変更することがある。変更する場合には、事前に
その旨を通知する。

５年以上 最終預入日か
ら５年以内

５年、（６
回 ) 以上

年 １ 回 払 ①定額型
②定額逓増型

①手数料なし。
　�その時点における積立金と配当金
が支払われる。
②�中途解約時の解約金等は一時所得
として所得税の課税対象となる。
　�（解約時の差益に対して一時所得
扱いが適用される。)

※�所定の予定利率で毎月一定額を継続して
払込んだ場合は、契約後所定の期間内に
解約をすると、返戻金が既払保険料より
少ない金額になる。
　�なお、この期間は途中で保険料を増額し
た場合、又は一部払出しを行った場合等
に所定の期間を超えることがある。

９ページ参照。
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貯　蓄　の　種　類 貯　蓄　の　概　要 積立期間 据置期間
受　取　方　法

中 途 解 約 の 条 件 貯蓄・契約の
保 護 概 要受取期間 受取回数 年金種類

財 形 年 金 預 金
（都銀・地銀・県信連）
（信 金 ・ 労 金）

①積立金は１年複利の期日指定定期で受入れ。
②一定時期に元利合計額をまとめ年金支払回数の同型定期預金に均等額で振分け。
③それぞれの定期の満期日に元利金を年金給付。

５年以上 最終預入日か
ら６か月以上
５年以内

５ 年 以 上
20 年 以 内

３ か 月 毎
払い

①逓増型のみ ①�払戻時から遡って５年間の利子が追徴
課税。
②�原則として期間対応利率１年未満は中
途解約利率。

預金保険機構により、元本
1千万円までとその利息を保護。

財 産 形 成 年 金 信 託
（信 託 銀 行）

①積立金は金銭信託で受入れ。
②収益金は自動的に元本に組入れ。
③予定配当率は各社毎に毎月発表する。
④半年複利。
　(利率調整金は、信託銀行ごとに若干異なることがある。)

５年以上 最終預入日か
ら３か月以上
５年以内

５ 年 以 上
20 年 以 内

３ か 月 毎
（ 年 ４ 回 ）

①定額型
②逓増型

①所定の解約手数料を差し引く。
②�払戻時から遡って５年間の利子が追徴
課税。

株 式 投 資 信 託
（証 券 会 社）

①�積立金で株式組入上限30％の財形専用株式投資信託「財形株投（年金・住宅財形30）」を
購入。
②�株式部分の運用は東証株価指数に連動するシステム運用で行い、残りの部分は、公社債
等で運用する。
③毎年１回、利息等収益を中心に分配を行い、自動的に再投資。
④元本の保証はなし。

５年以上 据置なしある
いは５年以内

５ 年 以 上
20 年 以 内

３ か 月 毎
（ 年 ４ 回 ）

①定口数型
②定口数逓増型

３年ごとに
受取口数を
増やす。

①�払出し時から遡って５年間の収益分配
金に対し20.315％課税。
②解約手数料なし。 ・顧客の資産は証券会社の資産

と分別して保管され、破綻が
生じても顧客の資産はそのま
ま返還される。
・返還に支障が生じた場合は、
投資者保護基金が１千万円ま
で補償。

財 形 年 金 積 立 保 険
（ 生 命 保 険 会 社）

①お預り金は年金受取を目的とする貯蓄積立保険で運用。
②�毎月又はボーナス時に給与天引きより払込まれる保険料から③の災害死亡保障に充てる
部分を控除した金額に対しその時の所定の予定利率で付利して積み立てられる。配当金
額は、それぞれの支払時期の前年度決算により決定する。運用実績によっては、配当金
が支払われないこともある。
③�災害による死亡・高度傷害の場合、事故発生時における払込保険料累計額の５倍相当額
の災害死亡・災害高度障害保険金等が支払われる（年金支払開始日前に死亡、または所
定の高度障害状態に該当した場合。）。

※�財形法の改正又は金利水準の低下などの著しい経済変動その他の事情の変更により、特
に必要があると認めたときには主務官庁の許可を得て、普通約款の規定又は保険料、積
立金等の計算の基礎を将来に向かって変更することがある。変更する場合には、事前に
その旨を通知する。

５年以上
※賞与のみ積立
の場合は６年以
上

最終預入日か
ら５年以内

確 定 年 金
（ ６ 年、10
年、15年 受
取）又は10
年保証終身
年金 (定額
型、逓増型)
から選択で
きる。

＊

年 ４ 回 受
取 ま た は
年 １ 回 受
取 か ら 選
択できる。

＊

①�確定年金（６
年、１０年、１５
年）定額型　
②10年保証終身
　年金

定額型、
逓増型　
から選択　

＊　

①�２年未満の場合に限り、解約控除がある。
（解約控除率）
　・１か月日：0.575％。
　・２か月日以降毎月0.025％ずつ
　　減少し２４か月目以降ゼロになる。
　　　�適用金利、解約控除率は生命保険各

社毎に若干異なることがある。
②�解約された場合は、原則として要件違反とな
り、差益に対して一時所得課税扱いとなる。
また、年金開始日以後５年以内に一括払い（解
約）された場合、すでに非課税で受け取っ
ている差益に対しても遡及して20.315％源
泉分離課税される。
※�返戻金が払込保険料累計額を下回ることも
ある。
積立金は、払込保険料から災害死亡保険金
などの支払いや契約の維持運営にあてられ
る経費を月々控除したものに、予定利率を
付利して積み立てられたもの。このため、
毎月一定額を継続して払込んだ場合は、契
約後＊47か月以内に解約をすると、返戻金が
払込保険料累計額より少ない金額になる。
なお、この期間は、途中で保険料を増額し
た場合等に＊47か月間を超えることがある。
また、他金融機関からの預替えにより生命
保険の財形商品に加入した場合にも、当初
の積立金は預替え時の元本を下回ることが
ある。
③�年金開始後の解約について、10年保証終身
年金は年金支払開始日以降の解約は取り扱
わない。

生命保険契約者保護機構
・保険会社の業務または財産の
状況の変化により、保険金額、
年金額、給付金額等が削減さ
れることがある。
・保険会社は、保険業法にもと
づき設立された生命保険契約
者保護機構に、会員として加
入している。会員である生命
保険会社が破綻に陥った場
合、生命保険契約者保護機構
により保険契約者保護の措置
が図られるが、この場合でも、
保険金額、年金額、給付金額
等が削滅されることがある。

財 形 年 金 傷 害 保 険
（ 損 害 保 険 会 社）

①年金支払いを目的とする貯蓄型保険。
②�年金支払開始前の傷害による死亡又は重度後遺障害の場合払込保険料累計額の５倍＋契
約者配当（加入２年目以降）を支払う（契約者配当は保険料のうち積立部分の運用益が
予定の額を超えた場合に支払う。）。
③�最低保険料3,000円からの引受。
※�財形法の改正又は金利水準の低下などの著しい経済変動その他の事情の変更により、特
に必要があると認めたときには主務官庁の許可を得て、普通約款の規定又は保険料、積
立金等の計算の基礎を将来に向かって変更することがある。変更する場合には、事前に
その旨を通知する。

５年以上 最終預入日か
ら５年以内

５年、（６
回 ) 以上

年 １ 回 払 ①定額型
②定額逓増型

①手数料なし。
　�その時点における積立金と配当金
が支払われる。
②�中途解約時の解約金等は一時所得
として所得税の課税対象となる。
　�（解約時の差益に対して一時所得
扱いが適用される。)

※�所定の予定利率で毎月一定額を継続して
払込んだ場合は、契約後所定の期間内に
解約をすると、返戻金が既払保険料より
少ない金額になる。
　�なお、この期間は途中で保険料を増額し
た場合、又は一部払出しを行った場合等
に所定の期間を超えることがある。

９ページ参照。

＊内容については各取扱保険会社にお問い合せください。

�
�

�
�

�
�

�
�

11



いします。

03-5435-3347

0120-311-288

048-825-4503 048-824-2384

0 1 2 0 - 8 5 7 - 3 3 0

03-5435-3341

あいおいニッセイ
同和損保

品川事務センター
（退職・住所変更等）

浦和支店コンサルティング営業課
（新規募集事項）

141-００31

170-8610

330-0841

東京都品川区西五反田７－１０－４ ルーシットスクエア五反田6F

◎

○

SMBC日興証券○

○

取扱金融機関のお問合せ先

埼玉支店　埼玉第二支社

財形事務センター 東京都豊島区西池袋1-7-7東京西池袋ビル

048-853-6523

さいたま市大宮区東町２‐２０

さいたま第一支社

0120-250-221
（ 平 日 9：0 0 ～ 1 6：0 0 ）

0120-274-272

ストック・プラン・
ソリューション部

0120-474-047制度事務部
財形事務課

浦和支社

06-6937-7333年金サービス室　財形グループ 大阪府大阪市中央区城見1-4-35540-8512 0120-307-506
スミセイコールセンター

東京都江東区豊洲　　　  豊洲キュービックガーデン135-8120○ 団体事務サービス課（財形）

050-3462-8326

※お問い合わせは最寄りの店舗までお願いします。

以下の金融機関については新規受付は行っておりません。既に加入されている方の取扱いの変更のみを行います。

金　融　機　関　名 郵便番号 住　　　所 T E L F A X
三井住友信託銀行 大宮支店コンサルティング営業課 330-8511   さいたま市大宮区大門町 1-32 0120-353-284 048-647-4645

（旧住友信託銀行） 法人事務センター
（退職・住所変更等） 560-8572   大阪府豊中市新千里西町 1-1-3 0120-684-648

SBI 新生銀行 リテールオペレーション部
財形事務センター 103-8303   東京都中央区日本橋室町 2-4-3 0120-511-025 03-6772-1084

富国生命 団体収納サービスグループ 270-1352   千葉県印西市大塚 2-10 0476-47-5207 0476-47-5319
損害保険ジャパン 関東甲信越事務品質サポートセンター　埼玉ユニット 330-0854  さいたま市大宮区桜木町 4-82-1-5F 050-3788-4299
野村證券 財形事務センター 103-8711   にほんばし蔵前郵便局私書箱第33号 0120-148-604 03-5644-9893
朝日生命 企業保険部（財形保険） 206-8611   東京都多摩市鶴牧 1-23 0120-330-323 042-338-3221

大樹生命 お客さまサービスセンター
年金共済・財形管理グループ 277-8655   千葉県柏市東上町 8-18 04-7162-3246 04-7166-4839


